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表紙スケッチについて 

法人会 

郵便局の簡易保険ご利用の経営者の皆様へ 郵便局の簡易保険ご利用の経営者の皆様へ 郵便局の簡易保険ご利用の経営者の皆様へ 

平成24年7月号 

【第441号】 

　東京に新しいシンボルが誕生しました。高さ634メートルの東京スカイツリー

です。 

　蒲田付近からは高層マンションに住んでいる方以外は、目にすることが出来

ないと思います。 

　私は偶然に、森ヶ崎の某病院の廊下の窓からスカイツリーの雄姿を発見。首

都高速と昭和島の向こうにそれはありました。 

　直ちに、小さなスケッチブックに走り描き。今回はそれをもとに描いたので、

いつもと雰囲気が違い自分自身戸惑っています。 
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行
事
関
係
 

会
議
関
係
 

7月2日（月）14：00～ 
● 健康セミナー 大田区産業プラザ6F 
 
7月20日（金）15：00～ 
● LEDセミナー 法人会館6Ｆ 
 
7月24日（火）15：00～ 
● サマー税ミナール＆山崎直子講演会 大田区産業プラザ2F 
 
7月26日（木）14：00～ 
● パソコン講習会① 法人会館4Ｆ 
 
7月27日（金）14：00～ 
● パソコン講習会② 法人会館4Ｆ 

7月18日（水）16：30～ 

■ 青年部会役員会 法人会館6Ｆ 

 

7月23日（月）16：00～ 

■ 広報委員会 法人会館6Ｆ 
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● 法人会コーナー 

 ◆第1回通常総会開催 

 ◆平成23年度事業報告 

 ◆平成23年度収支計算書 

 ◆青年部会女性部会合同報告会開催 

 ◆社会保険講座開催 

● ホームページリニューアルのお知らせ 

● 税務ニュース 

● 都税だより 

● 経営時評／疋田文明 

● Take Five／宮下裕行 

● リーダーシップの心得 

● 私のすすめる店／読者のひろば 

● デスクサイド／新入会員紹介 



1 ●法人かまた 蒲田法人会会員 公　　益 
社団法人 ◆申告書にはこのシールを必ずはりましょう。 

　
四
月
一
日
よ
り
公
益
社
団
法
人
に

移
行
し
て
の
第
一
回
通
常
総
会
が
、

五
月
二
十
四
日
（
木
）
浜
松
町
「
イ

ン
タ
ー
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
東
京
ベ
イ
」

に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
 

　
ま
ず
開
会
に
先
立
ち
、
法
人
会
活

動
に
ご
尽
力
頂
い
た
物
故
者
の
方
々

へ
黙
祷
が
捧
げ
ら
れ
た
。
 

　
第
一
部
の
通
常
総
会
は
山
本
事
務

局
長
の
司
会
で
、
会
員
総
数
三
、
七

〇
六
社
の
内
、
出
席
二
、
〇
七
八
社

（
委
任
状
一
、
九
一
七
社
を
含
む
）

で
定
款
第
16
条
に
よ
り
本
総
会
が
成

立
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

　
醍
醐
副
会
長
の
開
会
の
辞
に
続
き
、

渡
　
会
長
よ
り
「
今
日
は
蒲
田
法
人

会
が
公
益
社
団
法
人
と
な
っ
て
の
第

一
回
目
の
総
会
で
あ
り
ま
す
。
多
数

の
皆
様
の
ご
出
席
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
 

　
平
成
二
十
四
年
度
は
公
益
目
的
に

沿
っ
た
新
し
い
法
人
会
作
り
を
推
進

す
る
年
で
す
。
活
動
の
柱
は
も
ち
ろ

ん
税
に
関
す
る
事
業
で
す
。
そ
し
て

重
要
な
と
こ
ろ
と
し
て
、
研
修
会
、

各
支
部
事
業
、
社
会
貢
献
等
を
更
に

活
性
化
さ
せ
、
公
益
法
人
と
し
て
の

価
値
あ
る
活
動
を
展
開
し
て
ま
い
る

予
定
で
す
」
と
挨
拶
。
 

　
続
い
て
退
任
理
事
並
び
に
支
部
事

業
貢
献
者
に
対
し
感
謝
状
が
贈
呈
さ

れ
、
渡
　
会
長
か
ら
受
彰
者
を
代
表

し
て
仲
六
郷
4
丁
目
支
部
湯
沢
靖
氏

に
贈
呈
さ
れ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
そ
の
後
、
渡
　
会
長
が
議
長
と
な

り
、
 
 
 
 
 
 
 
 

【
報
告
事
項
】
 

　
平
成
二
十
三
年
度
事
業
報
告
 

【
議
　
事
】
 

・
第
一
号
議
案
 

　
平
成
二
十
三
年
度
決
算
書
類
承
認

の
件
 

・
第
二
号
議
案
 

　
役
員
補
充
選
任
の
件
 

【
報
告
事
項
】
 

　
平
成
二
十
四
年
度
事
業
計
画
 

　
平
成
二
十
四
年
度
収
支
予
算
 

の
順
に
報
告
並
び
に
議
事
は
進
行
し
、

提
出
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て
は
原
案

通
り
可
決
承
認
さ
れ
た
。
 

　
そ
の
後
、
蒲
田
税
務
署
井
野
署
長
、

大
田
都
税
事
務
所
井
出
副
所
長
、
蒲

田
税
務
六
団
体
を
代
表
し
て
蒲
田
間

税
会
荻
野
会
長
よ
り
祝
辞
が
述
べ
ら

れ
、
第
一
回
通
常
総
会
は
滞
り
な
く

終
了
し
た
。
 

　
第
二
部
の
特
別
講
演
（
一
般
に
も

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
案
内
公
開
）

は
伴
副
会
長
の
司
会
に
よ
り
開
始
。

作
家
･
歴
史
研
究
家
の
井
沢
元
彦
氏

を
講
師
に
、
「
歴
史
に
学
ぶ
日
本
の

将
来
」
の
演
題
で
ご
講
演
い
た
だ
い

た
。
 

「
逆
説
の
日
本
史
」
に
代
表
さ
れ
る

独
自
の
世
界
を
開
拓
さ
れ
て
い
る
井

沢
氏
は
、
歴
史
の
真
相
を
論
理
的
に

分
か
り
や
す
く
解
明
し
、
「
歴
史
を

学
ぶ
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
を
知
る
こ

と
」
と
、
現
代
日
本
の
社
会
問
題
を

興
味
深
い
歴
史
上
の
例
え
を
上
げ
な

が
ら
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
　

　
第
三
部
の
公
益
社
団
法
人
設
立
記

念
パ
ー
テ
ィ
ー
は
深
尾
副
会
長
の
司

会
で
開
始
。
東
京
湾
を
行
き
交
う
船

や
、
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
の
夜
景

を
眺
め
な
が
ら
和
や
か
な
親
睦
の
輪

が
広
が
る
中
、
酒
匂
副
会
長
の
中
締

め
で
滞
り
な
く
終
了
し
た
。
 

第1回 
通常総会 
開催 

講師の作家･歴史研究家　井沢元彦氏 

公
益
社
団
法
人
へ
移
行
し
 

新
た
に
ス
タ
ー
ト
 

公
益
社
団
法
人
へ
移
行
し
 

新
た
に
ス
タ
ー
ト
 



●法人かまた 2蒲田法人会会員 公　　益 
社団法人 ◆申告書にはこのシールを必ずはりましょう。 

　
昨
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東

日
本
大
震
災
は
大
津
波
と
原
発
事
故

を
伴
う
大
き
な
被
害
を
日
本
に
も
た

ら
し
た
。
ま
た
、
世
界
規
模
の
自
然

災
害
や
金
融
危
機
は
経
済
の
危
機
へ

と
広
が
り
混
迷
を
深
め
、
少
子
高
齢

化
や
財
政
悪
化
な
ど
我
が
国
の
抱
え

る
複
合
的
な
構
造
問
題
も
絡
み
、
地

域
経
済
も
改
善
の
兆
し
が
見
え
な
い

一
年
で
あ
っ
た
。
 

　
こ
う
い
っ
た
中
、
本
会
は
第
三
十

七
回
通
常
総
会
で
公
益
認
定
移
行
申

請
を
決
議
し
、
十
一
月
十
八
日
に
東

京
都
に
対
し
公
益
認
定
を
申
請
し
た
。

数
回
に
わ
た
る
質
疑
応
答
を
経
て
公

益
認
定
審
議
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ

十
二
月
二
十
七
日
に
公
益
認
定
の
答

申
が
あ
り
、
三
月
二
十
一
日
に
東
京

都
知
事
よ
り
認
定
書
の
交
付
を
受
け

た
。
四
月
一
日
付
で
移
転
登
記
を
し

平
成
二
十
四
年
度
よ
り
「
公
益
社
団

法
人
蒲
田
法
人
会
」
と
し
て
ス
タ
ー

ト
を
切
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

　
な
お
平
成
二
十
三
年
度
は
、
組
織

の
拡
大
、
事
業
内
容
の
充
実
に
務
め
、

税
制
等
に
対
す
る
要
望
活
動
、
社
会

貢
献
活
動
等
法
人
会
の
社
会
的
公
益

性
を
高
め
る
べ
く
次
の
と
お
り
実
施

し
た
。
 

 1
・
組
織
の
強
化
・
充
実
 

　
平
成
二
十
三
年
度
の
会
員
増
強
運

動
は
、
明
る
さ
が
見
え
て
こ
な
い
経

済
環
境
の
中
、
本
部
・
支
部
並
び
に

厚
生
制
度
受
託
会
社
の
協
力
に
よ
り

八
〇
社
の
新
規
会
員
の
獲
得
を
し
た

が
、
年
間
二
九
二
社
の
退
会
が
あ
り
、

差
引
き
二
一
二
社
の
減
少
と
な
っ
た
。

退
会
の
う
ち
管
外
転
出
、
休
廃
業
、

所
在
不
明
等
の
法
人
が
一
〇
九
社
あ

り
、
長
引
く
経
済
不
況
の
中
で
の
難

し
い
増
強
で
あ
っ
た
。
 

 2
・
会
議
 

　
公
益
法
人
と
し
て
の
理
念
・
社
会

的
使
命
を
会
活
動
に
円
滑
に
反
映
さ

せ
る
た
め
、
本
部
の
諸
会
議
、
各
委

員
会
、
各
支
部
会
合
、
及
び
各
部
会

役
員
会
を
積
極
的
に
開
催
し
た
。
ま

た
税
務
関
係
諸
団
体
並
び
に
東
京
法

人
会
連
合
会
、
東
法
連
第
3
ブ
ロ
ッ

ク
の
各
法
人
会
等
と
緊
密
な
連
携
を

保
ち
運
営
の
衝
に
あ
た
っ
た
。
 

 3
・
研
修
関
係
 

　
税
務
知
識
の
向
上
、
自
計
主
義
の

推
進
、
企
業
経
営
の
健
全
な
発
展
を

図
る
た
め
、
各
種
の
研
修
会
、
説
明

会
、
講
演
会
等
を
本
部
並
び
に
各
支

部
に
お
い
て
実
施
し
た
。
ま
た
、
署

の
講
師
に
よ
る
特
別
ブ
ロ
ッ
ク
単
位

の
税
務
研
修
会
等
を
実
施
し
た
。
 

　
一
方
、
「
電
子
申
告
納
税
」
の
一

層
の
普
及
推
進
を
図
る
た
め
、
署
並

び
に
都
税
事
務
所
の
担
当
官
を
講
師

に
受
講
者
一
人
一
人
が
パ
ソ
コ
ン
を

使
用
し
て
実
務
講
習
会
を
開
催
す
る

と
共
に
、
税
理
士
の
代
理
送
信
に
よ

る
会
員
の
利
用
率
向
上
に
努
め
た
。
 

 4
・
税
制
改
正
関
係
 

　
本
年
度
は
、
神
奈
川
県
で
税
制
改

正
要
望
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
、
こ

の
大
会
に
お
い
て
法
人
税
制
、
個
人

所
得
税
制
、
相
続
税
制
、
贈
与
税
制
、

事
業
承
継
税
制
、
消
費
税
制
、
地
方

税
制
を
柱
と
す
る
税
制
改
正
要
望
が

満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
内
容
を
要
望
書
と
し
て
地
元
国
会

議
員
等
に
対
し
、
個
別
に
手
渡
し
陳

情
す
る
等
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し

た
。
 

 
 

5
・
広
報
関
係
 

「
法
人
か
ま
た
」
、
全
法
連
四
季
報

「
ほ
う
じ
ん
」
を
配
布
し
た
。
ま
た
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
、
税
制
関

連
の
研
修
会
を
は
じ
め
各
種
講
習
会

の
案
内
、
税
制
の
動
き
等
を
広
く
一

般
に
も
周
知
し
た
。
 
 

 6
・
厚
生
関
係
 

　
会
員
の
福
利
厚
生
事
業
と
し
て
、

会
員
間
の
親
睦
を
目
的
と
し
た
事
業

を
開
催
し
た
。
ま
た
財
政
基
盤
の
確

立
を
期
し
て
、
経
営
者
大
型
保
障
制

度
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
共
済
制
度

の
加
入
促
進
、
全
国
儀
式
サ
ー
ビ
ス

制
度
の
普
及
推
進
、
成
人
病
予
防
健

康
診
断
の
受
診
普
及
、
福
利
厚
生
制

度
優
待
利
用
等
の
一
層
の
普
及
に
努

め
た
。
 

7
・
社
会
貢
献
活
動
関
係
 

　
会
員
並
び
に
地
域
住
民
を
対
象
に

特
別
公
演
会
､
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
寄
席

を
開
催
し
、
収
益
金
を
大
田
区
を
経

由
し
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
へ
義

援
金
と
し
て
寄
贈
し
た
。
ま
た
全
法

連
の
「
法
人
会
ワ
ン
コ
イ
ン
（
500
円
）

募
金
運
動
」
に
参
加
し
、
被
災
し
た

法
人
会
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
募
金

活
動
を
行
っ
た
。
 

　
税
を
考
え
る
週
間
で
は
､
蒲
田
税

務
六
団
体
と
共
催
で
J
R
蒲
田
駅
西

口
・
東
口
に
お
い
て
税
の
街
頭
広
報

活
動
を
行
っ
た
。
 

平成23年度 

事業報告書 

【平成23年度 会員動向】 
◆ 入 会    80社 
◆ 退 会  292社（231社減） 
    　内訳： ◇転出 21社 
 ◇休・廃業 68社 
 ◇所在不明 20社 
 ◇その他 183社 

  平成23年3月末 平成24年3月末 

 会員数 3,918社 3,706社 

 稼働法人数 9,214社 8,812社 

 加入率 42.5％ 42.1％ 



3 ●法人かまた 蒲田法人会会員 公　　益 
社団法人 ◆申告書にはこのシールを必ずはりましょう。 

平成23年度収支計算書　（自　平成23年4月1日／至　平成24年3月31日） 

1.　事業活動収入 ①基本財産運用収入 
 ②受取会費収入 
 ③事業収入 
 ④補助金収入 
 ⑤受取負担金収入 
 ⑥雑収入 
 
 事業活動収入計 
 
2.　事業活動支出 ①公益目的事業 
 ②収益事業等 
 ③管理費 
 
 事業活動支出計 
 
 事業活動収支差額 
 
1.　投資活動収入計 
 
2.　投資活動支出計 
 
 投資活動収支差額 
 
当期収支差額 
前期繰越収支差額 
次期繰越収支差額 

500,000 
46,264,000 
13,850,000 
15,504,000 
6,622,000 
1,260,000 

 
84,000,000 

 
61,038,100 
28,090,250 
11,364,650 

 
100,493,000 

 
△16,493,000 

 
88,670,000 

 
89,670,000 

 
△1,000,000 

 
△19,289,429 
22,634,537 
3,345,108

科　　　　　　　目 予 算 額  

533,000 
48,314,500 
13,748,405 
15,834,300 
5,405,815 
7,058,512 

 
90,894,532 

 
59,537,777 
21,763,399 
9,076,436 

 
90,377,612 

 
516,920 

 
109,981,617 

 
111,710,855 

 
△1,729,238 

 
△1,212,318 
22,634,537 
21,422,219

決 算 額  

△33,000 
△2,050,500 

101,595 
△330,300 
1,216,185 
△5,798,512 

 
△6,894,532 

 
1,500,323 
6,326,851 
2,288,214 

 
10,115,388 

 
△17,009,920 

 
△21,311,617 

 
△22,040,855 

 
729,238 

 
△18,077,111 

0 
△18,077,111

差 異  

事業活動収支の部 

投資活動収支の部 

（単位：円） 

（敬称略） 
 

西蒲田1丁目 

萩 中 3 丁目 

専 務 理 事 

中 央 2  

蒲 田 3 丁目 

中 央 南 2  

東 蒲 1  

南 蒲 1  

西 蒲 田 1  

西蒲田4丁目 

西蒲田8丁目 

西口商店街 

東六郷2丁目 

西六郷1丁目 

南六郷2丁目 

仲六郷4丁目 

東 糀 谷 2  

東 糀 谷 4  

西 糀 谷 1  

西 糀 谷 2  

北 糀 谷 

下 丸 子 4  

矢 口 1  

羽 田 旭 町 

松 本 　 　 

野村　和史 

山本　信子 

橋本　孝明 

大高　三明 

加藤　義治 

大森　昭彦 

平田　眞浩 

山川　直彦 

屋代　典明 

原 田 　 仁 

竹内　俊之 

小林　秀行 

降旗　弘功 

高橋　與一 

湯 沢 　 靖 

布川　加子 

石子　吉雄 

船山　賢司 

小林　義明 

鈴木利一郎 

平本　叔之 

鈴木　敬一 

松井　昭憲 

京浜電機㈱ 

㈱南武 

公益社団法人蒲田法人会（併任解除） 

㈱橋本商事えちごや 

宝興産㈱ 

㈲東宝電設興業 

㈲大森建板工業 

㈱巴商会 

（資）山川商店 

ヒロサイエンス㈱ 

㈱くらしの友 

㈱システムロック 

㈱上州屋商店 

㈲マルイ 

㈲高橋工業 

㈱湯沢工務店 

三喜屋畜産商事㈱ 

㈱ケイエスアイ 

㈲フナヤマデンキ 

㈲三富製作所 

㈲鈴木熔接工業所 

プレシジョンファクトリー㈱ 

㈱ベルハウジング 

㈱荏原製作所 

支部名 氏　　名 法 人 名 

感 謝 状 受 彰 者 

支部名 氏　　名 法 人 名 

退
任
理
事
 

支
部
役
員
 

支
部
役
員
 

■役員補充選任の件 

理　事 
（萩中3丁目支部長） 

久保田　順 
（野村和史　退任） 
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小田川青年部会長 

村岡女性部会長 

青
年
部
会
女
性
部
会
合
同
報
告
会
開
催 

　
五
月
十
一
日
（
金
）
プ
ラ
ザ
・
ア

ペ
ア
に
お
い
て
青
年
部
会
女
性
部
会

合
同
報
告
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
青
年
部
会
川
合
副
部
会

長
の
司
会
で
、
本
年
度
か
ら
両
部
会

の
合
同
で
の
開
催
と
な
り
、
ま
た
四

月
よ
り
本
会
が
公
益
社
団
法
人
に
移

行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
総

会
か
ら
報
告
会
の
形
へ
変
更
と
な
っ

た
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

　
第
一
部
の
報
告
会
は
青
年
部
会
小

田
川
部
会
長
の
挨
拶
の
後
、
青
年
部

会
平
成
二
十
三
年
度
事
業
・
収
支
決

算
報
告
並
び
に
平
成
二
十
四
年
度
事

業
計
画
・
予
算
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

　
続
い
て
女
性
部
会
村
岡
部
会
長
が

挨
拶
し
、
同
じ
く
女
性
部
会
平
成
二

十
三
年
度
事
業
・

収
支
決
算
報
告
並

び
に
平
成
二
十
四

年
度
事
業
計
画
・

予
算
が
報
告
さ
れ

ま
し
た
。 

　
報
告
会
終
了
後
、
来
賓
の
渡
　
会

長
、
蒲
田
税
務
署
井
野
署
長
よ
り
ご

祝
辞
を
頂
き
、
初
め
て
の
合
同
報
告

会
が
無
事
終
了
致
し
ま
し
た
。 

　
第
二
部
の
特
別
講
演
は
、
講
師
に

日
経
「
ウ
ー
マ
ン
・
オ
ブ･

ザ･

イ
ヤ

ー
」
に
も
選
ば
れ
た
セ
ー
ラ･

マ
リ･

カ
ミ
ン
グ
ス
さ
ん
を
お
招
き
し
て
「
街

づ
く
り
、
人
づ
く
り
、
自
分
お
こ
し
」

と
題
し
て
ご
講
演
頂
き
ま
し
た
。 

　
セ
ー
ラ
さ
ん
は
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア

よ
り
交
換
留
学
生

と
し
て
来
日
後
、

長
野
県
小
布
施
町

で
酒
蔵
を
改
造
レ

ス
ト
ラ
ン
に
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
す
る
等

の
街
お
こ
し
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。 

　
常
に
前
進
前
進

の
ポ
リ
シ
ー
で
、
好
き
な
日
本
語
は

「
為
せ
ば
成
る
…
」
、
関
西
弁
で
言

え
ば
「
な
げ
た
ら
あ
か
ん
！
」
と
の

こ
と
。
「
人
が
い
な
い
な
ら
育
て
れ

ば
い
い
、
出
来
な
い
な
ら
出
来
る
様

に
な
る
方
法
を
見
つ
け
れ
ば
い
い
」

と
明
る
く
元
気
い
っ
ぱ
い
の
お
話
で

し
た
。 

　
第
三
部
の
懇
親
会
は
、
和
や
か
な

歓
談
と
利
き
酒
ゲ
ー
ム
で
盛
り
上
が

る
中
、
本
部
佐
藤
副
会
長
の
中
締
め

で
閉
会
と
な
り
ま
し
た
。 

　
セ
ー
ラ
さ
ん
の
前
向
き
な
考
え
方
、

ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
と
て
も
元
気

を
頂
い
た
一
日
で
し
た
。 

〈
女
性
部
会
　
副
部
会
長
　 

増
田
和
子
　
記
〉 

社
会
保
険
講
座
開
催
 

　
五
月
三
十
日
（
水
）
、
法
人
会
館

四
階
研
修
室
に
お
い
て
特
定
社
会
保

険
労
務
士
の
伊
原
毅
氏
を
講
師
に
社

会
保
険
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
雇
用
保
険
料
率
の
変
更
、
社
会
保

険
算
定
、
月
変
届
け
を
中
心
に
社
会

保
険
・
労
災
保
険
の
基
礎
等
を
含
め

て
判
り
易
く
、
ま
た
注
意
す
る
点
等

説
明
し
て
い
た
だ
い
た
。
 

　
参
加
者
は
三
十
名
。
 

街
づ
く
り
、人
づ
く
り
、自
分
お
こ
し 
街
づ
く
り
、人
づ
く
り
、自
分
お
こ
し 

講
師
　
セ
ー
ラ･

マ
リ･

カ
ミ
ン
グ
ス
さ
ん 
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　この度ホームページ全体のサービス向上として見やすく、使いやすく、そして分かりやすくを目指

して、全面的な構成デザインの変更を行いました。  

　研修会、講演会やイベント情報など最新情報を随時ご案内してまいります。 

　新しくなった当会ホームページをご利用をください。 

 

【主な変更点】 

●トップページのデザインと構成の刷新  

●各サイトへの入口を分かりやすくして、誰もが情報を得やすいようにデザイン変更を致しました。 

●リンク項目を充実しました。 

URLが変更となりました。 

http://www.tohoren.or.jp/kamata/

※更新されますので画面は上記と異なります。 
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7 ●法人かまた 

【お問い合わせ先】 
主税局総務部総務課相談広報係　電話03（5388）2924

－都税についてのお知らせ－ 

昭和57年1月1日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代えて、 
平成21年1月2日から平成27年12月31日までの間に新築された住宅 

耐震化のための建替えを行った住宅とは、上記に加え、次の要件をすべて満たす住宅です。 
 
（1）新築された家屋の居住部分の割合が当該家屋の1／2以上であること 
（2）建替え前の家屋を取り壊した日の前後各1年以内に新築された住宅であること 
（3）建替え前の家屋と新築された住宅がともに23区内にあること 
（4）新築された日の属する年の翌年の1月1日（1月1日新築の場合は、同日）において、建替え前の家屋を取り 
　　　壊した日の属する年の1月1日における所有者と同一の者が所有する住宅であること 
（5）新築された住宅について、検査済証の交付を受けていること 
（6）新築された年の翌々年（1月1日新築の場合は翌年）の2月末までに減免申請すること 

新築後新たに課税される年度から3年度分について居住部分の固定資産税・都市計画税を 
全額減免　（減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。） 

減免の対象①　耐震化のための建替え 

減免される 
期間・税額 

昭和57年1月1日以前からある家屋で、平成20年1月2日から平成27年12月31日までの間に 
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事を行った住宅 

一定の改修工事を行った住宅とは、上記に加え、次の要件をすべて満たす住宅です。 
 
（1）　耐震改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の1／2以上であること 
（2）　耐震改修に要した費用の額が1戸あたり30万円以上であること 
（3）　現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること 
（4）　耐震改修工事完了後3ヶ月以内に減免申請すること 

【減免を受けるための手続き】 
①の場合には「固定資産税減免申請書」、②の場合には「固定資産税減額申告書兼
減免申請書」に必要事項をご記入の上、必要書類とともに、その住宅が所在する区
にある都税事務所まで申請してください。建替えと耐震改修とでは減免申請期限が
異なりますのでご注意ください。詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務
所までお問い合わせください。 

改修完了日の翌年度分（1月1日完了の場合
はその年度分）から右表の期間について耐震
減額適用後、固定資産税・都市計画税を全額
減免（居住部分で1戸あたり120㎡相当分まで） 

現行の耐震基準の内容や耐震基準に適合した工事であることの証明書の発行等については、 
建築士もしくは各区役所の担当窓口へお問い合わせください。 

減免の対象②　耐震化のための改修 

減免される 
期間・税額 

平成20年1月2日 
～平成21年12月31日 
平成22年1月1日 
～平成24年12月31日 
平成25年1月1日 
～平成27年12月31日 

改修完了日 減免期間 

3年間 

2年間 

1年間 
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経営ジャーナリスト 

疋田 文明 

評 時 営 経 評 時 営 経 

　
企
業
の
役
割
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

様
々
な
説
が
あ
る
が
、
筆
者
が
共

感
を
覚
え
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の

経
営
思
想
家
ミ
ュ
ラ
ー
タ
イ
ム
（
故

人
）
の
「
富
の
創
造
」
と
す
る
考

え
だ
。
 

　
企
業
が
生
み
出
す
富
と
は
、
投

入
す
る
経
営
資
源
（
イ
ン
プ
ッ
ト
）

と
売
上
（
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
）
の
差
と

い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
イ
ン
プ
ッ
ト

に
対
し
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
多
け
れ

ば
多
い
ほ
ど
創
造
さ
れ
る
富
は
大
き

く
な
る
。
ゆ
え
に
、
企
業
が
利
益
を

追
求
す
る
こ
と
が
社
会
に
対
す
る
貢

献
で
も
あ
る
の
だ
。
 

　
た
だ
し
、
ひ
た
す
ら
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
を
多
く
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
問
題
点
は
ふ
た
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
利
益
を
生
み
出
す
過
程

に
お
い
て
、
法
令
は
遵
守
さ
れ
な
い

と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
。
い
ま
ひ

と
つ
は
、
創
造
し
た
富
を
ど
う
分
配

す
る
か
だ
。
 

　
法
令
遵
守
は
い
わ
ず
も
が
な
だ
が
、

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
富
の

分
配
に
つ
い
て
だ
。
 

　
た
だ
単
に
決
め
ら
れ
た
税
金
を
納

め
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

将
来
に
備
え
て
の
内
部
留
保
や
開
発

投
資
も
重
要
だ
が
、
忘
れ
な
い
で
い

た
だ
き
た
い
の
は
、
従
業
員
へ
の
配

分
だ
。
バ
ブ
ル
崩
壊
後
二
十
年
近
く
、

日
本
企
業
の
多
く
は
、
も
が
き
苦
し

み
な
が
ら
も
生
き
残
り
富
を
創
造
し

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
富
の
分
配

に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
の
だ
。
 

  　
こ
の
二
十
年
、
日
本
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
所
得
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
増
え
て
い
な
い
。
い
く

ら
デ
フ
レ
だ
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ

で
消
費
が
増
え
る
わ
け
が
な
い
。
消

費
を
促
進
し
、
日
本
経
済
を
よ
く
し

た
い
と
考
え
る
の
な
ら
、
ま
ず
、
社

員
を
豊
か
に
す
る
べ
き
だ
と
、
筆
者

は
考
え
て
い
る
。
参
考
に
な
る
の
は
、

フ
ォ
ー
ド
創
業
者
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ

ー
ド
の
、
次
の
指
摘
だ
。
 

「
ほ
か
の
要
因
は
さ
て
お
き
、
我
々

の
売
上
は
、
あ
る
程
度
賃
金
に
依
存

し
て
い
る
の
だ
。
よ
り
高
い
賃
金
を

出
せ
ば
、
そ
の
お
金
は
ど
こ
か
で
使

わ
れ
、
ほ
か
の
分
野
の
商
店
主
や
卸

売
業
者
や
製
造
業
者
、
そ
れ
に
労
働

者
の
繁
栄
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
ま

た
我
々
の
売
上
に
反
映
さ
れ
る
。
全

国
規
模
の
高
賃
金
は
全
国
規
模
の
繁

栄
を
も
た
ら
す
」
（
『
ア
メ
リ
カ
ン
・

ド
リ
ー
ム
の
奇
跡
』
英
治
出
版
）
 

　
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ド
は
、
こ
れ

を
「
繁
栄
分
配
計
画
」
と
呼
ん
だ
と

い
う
が
、
企
業
ト
ッ
プ
の
み
な
さ
ん

に
は
、
い
ま
こ
そ
、
こ
の
言
葉
に
真

摯
に
耳
を
傾
け
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
う
。
 

　
な
に
も
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ド
ば

か
り
で
は
な
い
、
日
本
の
先
達
に
も
、

社
員
を
豊
か
に
し
た
い
と
考
え
た
経

営
者
は
い
た
。
阪
急
・
東
宝
グ
ル
ー

プ
の
創
業
者
小
林
一
三
は
、
昭
和
初

期
の
不
況
の
最
中
に
、
給
料
七
十
円

以
下
の
社
員
は
生
活
が
苦
し
い
だ
ろ

う
と
、
会
社
で
は
い
ろ
い
ろ
節
約
し

て
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
給
料
を
一

割
五
分
あ
げ
た
と
い
う
。
 

  　
な
ぜ
社
員
が
豊
か
に
な
れ
ば
景
気

は
よ
く
な
る
の
か
。
そ
れ
は
歴
史
が

証
明
し
て
い
る
。
最
近
は
、
デ
フ
レ

か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
は
通
貨
の
供

給
量
を
増
や
す
べ
き
だ
、
と
主
張
す

る
識
者
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
筆
者

が
尊
敬
す
る
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
赤
羽

隆
夫
（
景
気
探
偵
・
元
経
済
企
画
庁

長
官
）
さ
ん
は
、
「
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ

イ
の
増
加
が
物
価
上
昇
を
起
こ
す
」

と
の
考
え
を
否
定
す
る
。
 

　
赤
羽
さ
ん
は
、
過
去
イ
ン
フ
レ
が

起
き
た
と
き
を
仔
細
に
調
べ
上
げ
た

上
で
、
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
と
イ
ン
フ

レ
に
相
関
関
係
は
な
い
と
分
析
し
、

「
雇
用
所
得
の
上
昇
な
し
に
物
価
は

上
昇
し
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

　
日
本
の
不
況
の
一
つ
の
要
因
に
消

費
需
要
の
収
縮
が
あ
る
が
、
な
ぜ
日

本
人
は
モ
ノ
を
買
わ
な
く
な
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
所
得
が
増
え

る
見
込
み
が
な
い
か
ら
だ
。
所
得
が

増
え
れ
ば
、
歴
史
が
証
明
す
る
よ
う

に
、
消
費
は
拡
大
し
、
デ
フ
レ
か
ら

も
脱
却
で
き
る
の
だ
。
 

　
た
だ
、
筆
者
が
い
か
に
力
説
し
よ

う
と
も
「
社
員
を
豊
か
に
し
よ
う
と

思
え
ば
、
人
件
費
が
増
大
し
て
業
績

が
悪
化
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
、

考
え
る
人
の
ほ
う
が
多
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
違
う
。
社
員
は
、

自
分
が
豊
か
に
な
れ
る
と
思
え
ば
、

従
来
以
上
に
精
励
し
富
の
創
造
に
貢

献
し
て
く
れ
る
の
だ
。
批
判
が
あ
る

の
は
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
提
唱
し

て
お
き
た
い
。
 

評 時 営 経 評 時 営 経 
繁
栄
分
配
計
画
で
デ
フ
レ
か
ら
の
脱
却
を
 

雇
用
所
得
の
増
大
が
景
気
を
よ
く
す
る
 

ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ド
と
小
林
一
三
の
教
え
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法
人
が
、
「
そ
の
所
得
の
金
額
若

し
く
は
欠
損
金
額
又
は
法
人
税
の
額

の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
の

全
部
又
は
一
部
を
隠
ぺ
い
し
、
又
は

仮
装
す
る
こ
と
」
で
、
「
法
人
税
の

負
担
を
減
少
さ
せ
、
又
は
減
少
さ
せ

よ
う
と
す
る
場
合
」
に
は
、
そ
の
「
隠

ぺ
い
仮
装
行
為
に
要
す
る
費
用
の
額
」

又
は
そ
の
「
隠
ぺ
い
仮
想
行
為
に
よ

り
生
ず
る
損
失
の
額
」
は
、
損
金
の

額
に
は
算
入
し
な
い
、
と
い
う
規
定

が
平
成
十
八
年
度
の
税
制
改
正
で
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
 

  　
こ
の
規
定
は
、
一
般
に
「
不
正
行

為
等
に
係
る
費
用
等
の
損
金
不
算
入
」

規
定
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

　
確
か
に
こ
れ
ま
で
も
、
賄
賂
に
関

す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別

措
置
法
第
61
条
の
4
に
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
交
際
費
等
に
該
当
す
る
も
の

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
実
質
的
に
損

金
算
入
で
き
な
い
よ
う
な
対
応
が
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
 

　
そ
こ
に
、
国
内
公
務
員
や
外
国
公

務
員
へ
の
賄
賂
の
税
控
除
等
を
認
め

て
は
な
ら
な
い
と
す
る
「
腐
敗
の
防

止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
」
に
署

名
し
た
こ
と
等
も
あ
り
、
こ
う
し
た

費
用
の
損
金
不
算
入
を
明
確
化
す
る

必
要
性
も
生
じ
て
き
ま
し
た
。
 

　
そ
れ
に
加
え
、
以
前
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
別
々
の
規
定
で
損
金
不
算
入
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
賄
賂
等
以
外
の
違
法

支
出
や
、
附
帯
税
、
罰
課
金
等
と
い

っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
租
税
政
策

や
社
会
政
策
等
の
要
請
等
か
ら
、
そ

う
し
た
も
の
に
対
す
る
損
金
不
算
入

規
定
の
整
理
が
説
か
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
し
た
。
 

　
「
不
正
行
為
等
に
係
る
費
用
等
の

損
金
不
算
入
」
規
定
は
そ
う
し
た
状

況
を
受
け
て
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
 

　
で
、
こ
の
規
定
の
内
容
で
す
が
、

こ
れ
を
お
読
み
の
皆
様
方
は
「
あ
ま

り
関
係
な
い
な
あ
〜
」
と
い
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
身
近
な
例
を

一
つ
挙
げ
て
み
ま
す
。
そ
れ
は
交
通

反
則
金
で
す
。
こ
の
場
合
は
、
日
本

で
払
う
も
の
も
外
国
で
払
う
も
の
も
、

い
ず
れ
も
損
金
不
算
入
で
す
。
 

  　
大
き
く
分
け
て
五
つ
に
分
類
さ
れ

て
い
ま
す
。
 

　
そ
の
一
つ
目
は
、
法
人
税
の
負
担

を
減
少
さ
せ
る
隠
ぺ
い
仮
装
行
為
の

た
め
の
費
用
や
、
隠
ぺ
い
仮
装
行
為

か
ら
生
ず
る
損
失
で
す
。
 

　
二
つ
目
は
、
法
人
税
以
外
の
租
税

の
負
担
を
減
少
さ
せ
る
隠
ぺ
い
仮
装

行
為
の
費
用
や
、
隠
ぺ
い
仮
装
行
為

か
ら
生
ず
る
損
失
で
す
。
 

　
三
つ
目
は
加
算
税
等
に
つ
い
て
で

す
。
ま
ず
、
①
国
税
の
延
滞
税
、
過

少
申
告
加
算
税
、
無
申
告
加
算
税
、

不
納
付
加
算
税
、
重
加
算
税
、
そ
れ

に
印
紙
税
法
の
規
定
に
よ
る
過
怠
税

で
す
。
そ
れ
と
、
②
地
方
税
の
延
滞

税
、
過
少
申
告
加
算
税
、
不
申
告
加

算
税
、
重
加
算
税
で
す
。
 

　
四
つ
目
は
罰
課
金
等
で
す
。
①
罰

金
や
科
料
そ
れ
に
過
料
、
②
国
民
生

活
安
定
緊
急
措
置
法
の
課
徴
金
や
延

滞
金
、
③
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公

正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
課

徴
金
や
延
滞
金
、
④
金
融
商
品
取
引

法
の
課
徴
金
や
延
滞
金
、
⑤
公
認
会

計
士
法
の
課
徴
金
や
延
滞
金
、
等
が

こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
 

　
五
つ
目
は
、
刑
法
第
1
9
8
条
の

贈
賄
の
規
定
の
賄
賂
や
、
不
正
競
争

防
止
法
第
18
条
第
1
項
の
外
国
公
務

員
等
に
対
す
る
不
正
の
利
益
の
供
与

等
の
禁
止
規
定
の
金
銭
等
で
す
。
 

　
こ
の
法
人
税
法
第
55
条
に
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
「
不
正
行
為
等
に
係
る

費
用
等
の
損
金
不
算
入
」
の
規
定
を

み
て
、
何
か
お
感
じ
に
な
り
ま
せ
ん

か
。
「
不
正
行
為
等
」
の
範
囲
が
、

か
な
り
広
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
ま
せ
ん
か
。
 

　
そ
れ
は
「
等
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
当
然
と
い

え
ば
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
や
は
り
「
あ
ま
り
関
係
な
い
」

の
一
言
で
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
も

な
い
、
そ
う
思
わ
れ
ま
す
が
ど
う
で

し
ょ
う
か
・
・
・
。
 

　
な
お
、
先
の
交
通
反
則
金
は
、
五

分
類
の
う
ち
の
四
つ
目
の
罰
課
金
等

の
①
の
罰
金
や
科
料
に
該
当
す
る
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

Take FiveTake Five

宮下 裕行 
（みやしたひろゆき） 

【著者略歴】愛知県名古屋市出身。中
央大学法学部卒業後、東京国税局調

査部、国税広報室広報係長、資料調査課主査、同国際調査専門官、同
総括主査、保土ヶ谷税務署副署長、特別国税調査官等を経て、現在、
税理士。東京地方税理士会税法研究所研究員（法人税担当） 
【主要著作】「新時代の法人税調査の着眼点」、「最新法人税調査の
傾向と対策」、「その時どうする実務家のための法人税」（いずれも（財）
大蔵財務協会）「国税速報」、「週刊税のしるべ」（いずれも（財）大
蔵財務協会）、「月刊税理」、「旬刊速報税理」（いずれもぎょうせい）
等にも執筆 

国
際
連
合
腐
敗
防
止
条
約
 

国
際
連
合
腐
敗
防
止
条
約
 

不
正
行
為
等
に
係
る
費
用
等
 

不
正
行
為
等
に
係
る
費
用
等
 

不正行為等 
について 
不正行為等 
について 
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株式会社電化のササキ 
■　場　　所：大田区蒲田本町2－17－7 
■　電　　話：03－3737－0110 
■　営業時間：9：00～20：00 
■　定 休 日：日曜日 

　
私
の
す
す
め
る
お
店

は
、
温
泉
好
き
の
人
に

は
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

　
出
村
通
り
の
中
程
に

あ
り
、
蒲
田
温
泉
の
向

側
で
昭
和
二
十
三
年
に

起
業
。
 

　
現
在
は
二
代
目
が
継
承
し
た
株
式
会
社
電
化
の

サ
サ
キ
で
す
。
 

　
お
店
は
、
販
売
か
ら
修
理
、
低
圧
の
工
事
な
ど

何
で
も
即
時
対
応
し
て
も
ら
え
ま
す
。
 

　
特
に
高
齢
者
の
方
や
独
り
暮
ら
し
の
方
の
要
望

に
も
優
し
く
、
ヒ
ュ
ー
ズ
や
電
球
の
取
り
換
え
な

ど
で
も
快
く
引
き
受
け
て
も
ら
え
ま
す
。
 

　
電
気
工
事
・
家
電
の
こ
と
な
ら
何
で
も
対
応
し

て
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
お
困
り
の
方
は
、
ぜ
ひ
、

ご
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
 

〈
土
生
木
　
慶
幸
　
記
〉
 

ココ 

蒲田郵便局● 

● 
蒲田税務署 

● 
蒲田温泉 

●大田区蒲田地域庁舎 

●城南信金 

環 状 八 号 線  

雑
色
↓
 

↑
大
森
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法 人 か ま た  

◆支部名 

東六郷２丁目 

西糀谷３ 

北糀谷 

下丸子２ 

管外 

◆法人名 

ラビ㈱ 

糀谷幼稚園 

北糀谷幼稚園 

㈱マルシン企業 

三伸総業㈱ 

◆住所 

東六郷2-6-2 

西糀谷3-3-5 

北糀谷1-8-19 

下丸子2-28-20 

目黒区鷹番3-14-4-101

◆業種 

製造小売業 

幼稚園 

幼稚園 

建築 

販売業 

　
現
在
、
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
、
八

十
年
余
り
と
、
年
々
伸
び
続
け
て
い
る
。
 

　
そ
れ
に
伴
い
、
高
齢
者
が
増
え
、
私

も
い
ず
れ
、
そ
の
仲
間
入
り
と
な
る
に

違
い
な
い
。
 

　
社
会
の
中
で
日
々
仕
事
に
追
わ
れ
て

い
る
と
、
つ
い
自
分
自
身
を
忘
れ
、
日
々

進
歩
す
る
機
械
の
よ
う
に
早
い
ペ
ー
ス

で
一
日
が
過
ぎ
て
行
く
。
 

　
そ
ん
な
日
々
を
繰
り
返
し
て
行
く
に

つ
れ
、
ぎ
こ
ち
な
く
感
じ
ら
れ
た
機
械

や
仕
事
に
も
慣
れ
、
自
ら
の
ペ
ー
ス
を

掴
み
始
め
、
心
に
も
幾
ら
か
余
裕
が
持

て
る
よ
う
に
な
る
。
 

　
追
わ
れ
る
こ
と
や
難
題
を
抱
え
る
こ

と
は
、
生
き
て
い
る
限
り
免
れ
な
い
が
、

そ
の
度
に
、
自
ら
の
難
点
を
目
（
ま
）

の
当
た
り
に
し
、
気
づ
か
さ
れ
て
反
省
す
る
と
同

時
に
得
る
こ
と
も
多
い
。
 

　
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
人
生
を
振
り
返
り
、

も
し
か
し
た
ら
、
少
し
焦
り
す
ぎ
て
い
た
部
分
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
 

　
会
社
の
中
の
一
人
と
し
て
の
責
任
感
や
信
頼
感

を
積
み
上
げ
て
行
く
た
め
に
努
力
し
て
い
る
が
、

そ
の
レ
ー
ル
が
や
が
て
分
岐
点
を
迎
え
た
時
に
、

自
分
自
身
が
、
疲
れ
果
て
て
、
立
ち
止
ま
ら
ぬ
よ

う
に
常
に
自
分
ら
し
く
、
人
に
流
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
歩
ん
で
行
け
る
新
た
な
レ
ー
ル
を
作
り
上
げ

て
行
き
た
い
。
 

（
人
）
そ
れ
ぞ
れ
歩
幅
は
皆
十
人
十
色
で
あ
る
社

会
の
中
で
得
た
も
の
を
生
か
し
な
が
ら
、
私
は
ゆ

っ
く
り
と
着
実
に
自
分
の
歩
幅
で
、
こ
れ
か
ら
も

歩
き
続
け
て
行
こ
う
と
思
う
。
 

〈
M
・
K
〉
 

新入会員の皆さまです　 平成24年4月～5月（支部順） 

訃　　報 

私は自分の 
歩幅で歩く 

　
当
会
相
談
役
、下
田
　

豊
様
が
五
月
二
十
八
日
ご

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年

78
歳
。 

　
下
田
相
談
役
は
、昭
和
五

十
八
年
五
月
よ
り
平
成
九
年
五
月
ま
で
矢
口
2

支
部
長
と
し
て
、平
成
九
年
五
月
よ
り
平
成
十
三

年
五
月
ま
で
は
副
会
長
と
し
て
大
変
ご
尽
力
を
頂

き
ま
し
た
。 

　
副
会
長
退
任
後
は
、監
事
、相
談
役
と
し
て
当

会
発
展
に
貢
献
頂
き
ま
し
た
。 

　
こ
こ
に
謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
と
と

も
に
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 
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（
会
員
の
購
読
料
は
会
費
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に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
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